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 当無線協会所属会員のタクシー無線の施設状況は、９月 20日現在で下表のと

おりです。年度当初（４月１日）と比べ、基地局数が 14局減、移動局数が 871

局減（自営無線 328局減、MCA52局減、IP491局減）となっています。 
 

会員 移動局 会員 移動局 会員 移動局 会員 移動局

北九州 23 22 995 0 0 1 64 23 1,059

福　岡 33 31 3,082 0 0 20 1,287 51 4,369

筑　後 11 18 232 0 0 2 67 20 299

筑　豊 10 6 263 1 12 0 0 7 275

佐　賀 14 12 239 0 0 2 82 14 321

長　崎 20 19 670 0 0 17 597 36 1,267

壱　岐 2 5 39 0 0 0 0 5 39

対　馬 3 2 16 0 0 0 0 2 16

佐世保 7 9 242 0 0 3 30 12 272

熊　本 20 24 701 2 116 16 646 42 1,463

大　分 22 24 431 1 10 4 17 29 458

宮　崎 34 23 962 0 0 7 109 30 1,071

北　薩 7 7 159 0 0 1 5 8 164

鹿児島 23 23 1,085 0 0 9 180 32 1,265

奄　美 7 7 115 0 0 1 5 8 120

合　計 236 232 9,231 4 138 83 3,089 319 12,458

[注]会員数は、一般事業者数＋事業協同組合数＋任意団体数＋任意団体の構成員社数

（事業協同組合の組合員数（計59社）は含まない）

また、１会員が複数のシステムを有する場合は会員数をダブルカウントしているため

実際の会員数と一致しない支部がある
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免許の有効期間が令和７年５月 31 日までとなっている無線局は、令和６年

12 月１日から令和７年２月 28 日までの間に再免許の手続きをしなければ免許

が失効し無線局の使用ができなくなります。 

対象の会員へは、11月中旬に個別に詳細をお知らせしますので、その際は必

要な手続きを進められるようお願いします。 

なお、当無線協会は会員の負担軽減のため、従来どおり電子申請の代行支援

を行うこととしています。 
 

 

 

 

当無線協会の会費請求書にはゆうちょ銀行の払込票を添付しています（既に

肥後銀行口座または熊本銀行口座への振込みをされている会員を除く）。 

このため、ゆうちょ銀行の払込票で会費納入をされている会員が多く見受け

られますが、銀行口座への振込みを選択することもできます。 

特に、肥後銀行と鹿児島銀行間または福岡銀行、福岡中央銀行、十八親和銀

行、熊本銀行間の口座振込みの場合は、同一グループのため振込手数料が安く

なりますので、ご参考までにお知らせします。 
 

 

 

 

 当無線協会の令和６年度第２回理事会を次のとおり開催します。 

 ・開 催 日 令和６年１１月７日（木） 

 ・開催場所 ザ・ニューホテル熊本 

 ・主な議題 ①タクシー無線の施設状況について 

②令和６年度予算の執行状況（上期）について 

③今後の組織の在り方について 等 
 

 

 

 

 

 全自無連（全国自動車無線連合会）は６月の通常総会で解散を決議した後、

清算業務に移行していました。この度、清算業務の終了を迎えることにより法

律に基づく解散臨時総会が開催されます。 

・開 催 日 令和６年１０月２３日（水） 

・開催場所 リーガロイヤルホテル東京 

・議  事 清算終了報告に関する件 

 また、解散臨時総会の前段に臨時正副会長会議が開催され、次の議題につい

て議決される運びです。 

① 解散臨時総会について 

② 「全国自動車無線連絡協議会」（任意団体）の設置について 

会報は当無線協会の Web サイト（httpｓ://kyumukyo.sakura.ne.jp/）でもご覧いただけます 

協会事務局からのお知らせ 

http://www.kyumukyo.sakura.ne.jp/

